
●交通事故にあったら（第三者行為による介護保険サービス利用）  

 

交通事故に遭って負傷したことが原因で、介護（介護予防）サービスの利用が必要となっ

た場合であっても、他の場合と同じように、介護保険の要支援・要介護認定を受けた上で、

介護サービスをご利用いただけます。  

通常、介護サービスの利用に関しては、実際にかかる費用のうち、１割～３割分を利用者

（被保険者）が負担し、残りの９割～７割分を介護保険（保険者＝市）が負担（保険給付）

します。  

しかし、交通事故を原因としたサービス利用の場合は、原則として、その費用全体につい

て、加害者がその過失割合に応じて負担すべきものです。  

そこで市は、９割～７割分（保険給付）のうち、加害者が負担すべき分を、まずは加害者

に代わって介護サービス事業者へ立て替え払いをし、あとで加害者に請求することになりま

す（市は、請求に関する一連の手続きを「神奈川県国民健康保険団体連合会」に委任します。）。 

つきましては、被保険者（被害者）の方には、次の書類をご用意いただきますとともに、

示談等に伴い、市の立て替え払い分に相当する金銭を加害者から受領した場合は、必ず市へ

ご連絡くださるようお願いいたします。  

 

【ご用意（ご提出）いただく書類】  

書類区分  作成者（発行者） 説明  

１．交通事故証明書 自動車安全運転

センター  

交通事故の発生を証明する書類です（１通５４０円）。

インターネット又は、郵便振替による請求もできま

す。  

２．第三者行為によ

る被害届  

被害者（ご本人） 第三者行為（交通事故）による介護サービス利用であ

ることを届け出ていただくための書類です。  

３．事故発生状況報

告書  

被害者（ご本人） 事故の状況等について、できる限り詳しく記入してく

ださい。  

４．念書兼同意書  被害者（ご本人） 被害者（ご本人）が、相手方（加害者）に対して有す

る「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用

を相手方に請求する権利を取得すること等について

同意していただくための書類です。  

５．誓約書  加害者（又は加害

者側の保険会社） 

市が一時負担した費用を賠償することを、加害者（又

は加害者側の保険会社）に誓約していただくための書

類です。相手側に作成を依頼してください。  

６．その他  
―  

他に参考となる書類等がありましたら、必要に応じて

添付してください。  
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